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は じめ に

日本 の社会 に暮 らす外国人 の数 は急速 に増加 してい る。外 国人登録者 数 で見 る と,1勢1

年末 には122万 人 であったものが,2⑪⑪3年 末 には1覚 万人へ と約7⑪ 万人増加 してい る。こ

のよ うな定往外 国人の増加 にもかかわ らず,日 本社会 の受 け入れ体制 は十分 に整備 されて

い る とは言 えない状況 にあ り,最 もしわ寄せ を受 けてい るのは子 どもた ちで ある。 ほ とん

ど日本語 を理解 で きない子 どもたちが,日 本 の学校 におい て 日本語 に よる教育 を受 けるた

めに十分 な支援 を受 けている とは言 い難 い。また,日 本語教育だ け,「 外 国人子剃 だ けの

問題 ではな く,日 本国籍 を持 ち 「日本人 」 として扱われてい る子 どもた ちに も大 きな困難

を抱 えてい るケースが あるな ど,異 文化 を背景 と してい る子 どもたち全般 に関わ る幅広い

問題 が存奈す る。

そ こで本研究 では,「 異文化 を背 景 とす る子 どもた ちへの教育支援」 として,ま ず 「異文

化 を背景 とす る子 ども」の状況お よび彼 らに寿す る国 ・地方 自治体 の取 り組 み を明 らかに

し,つ いで広 島県にお ける教育現場 につ いて先行研 究か ら社会 的 ・経 済的 ・教育学的複点

か ら考察 を行い,今 後 の改善方策 を考 え る上で参考 とな る材料 を示 したい。

なお本研 究は,広 島大学 の地域貢献研 究制度 を活用 した研究成果・の一部に加 筆修正 した

ものである1。

瑠.異 文化 壷蕾禦 とす る子 ども⑳犠溌

つ 日本語指導が磁要な舛 潤人兜童 ・生徒 数

2⑪04〈H16)年9月1日 現在,公 立小 ・中 ・高等学校,中 等教育学校お よび盲 ・聾 ・養護 学

校 に在籍す る 日本語指導 が必要 な外 国人児童 ・生徒数 は,約2万 人 となっている。内訳は,

小学校13β ⑪7人,中 学校5,⑪卯入,高 等 学校1,2⑪4入,中 等教育学校15人,盲 ・聾 ・・養護 学校

55人 である驚。 また,瞬 本 国籍 を有 しなが ら 日本語指 導が必要 とされてい る,公 立小 ・中 ・

1中 矢礼美(研 究代表者) ,二 宮皓,児 玉憲一,杉 岡正典,橋 本康男,須 藤 とみゑ,三 宅健置異文化

を背景とする子どもたちへの教育支援に関する研究報告一多様性を受け入れる活力ある社会をめざして一幽

平成 弼年度地域貢献研究成果報告書.平 戚17奪1⑪ 月(蟷6翼)

(httl〃脚騨w滋敬hi騰shi㎜鍵鷺識e。唱◎ノc樋t鍵/st雛鎧訟 紐盤eノ醸k雛 鼠ノ沁d㊨x。ht鵬1)、

鞭 本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査

(http;ノ《糊 概燃蟹t。g輔p/b_脚n認h⑪ 磁⑪鷺/17ノ⑪4ノ⑪5⑪魏⑪⑪1。ht漁2004年9月1日 現在。)
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高等学校,中 等教育学校お よび盲 ・聾 ・養護 学校 に在籍 す る児童 ・生徒数 は,2⑪ ⑪4(Hl6)年

9月1目 現在 で,3,137人 とされてい る。広 島県 の状況 は,以 下 の通 りである。

日本語指導が必要 な外 国人児童 ・生徒数(広 島県分)

区 分 弾 校 中学校 高等学校 騰 育 昏 舞 養護 合計

広島県3U聡 ⑪42⑪ ⑪533

出典:・ 学校基本調査3(2⑪⑪3年5月1m
・第1回 初等中等教育における国際教育推進検討会配付資料藪(2⑪⑪4年9月1日)

母語劉児童 ・生徒数(広 島県分)

ポル トガル語 中国語 スペイン語 その他 計

広島県2⑪ 攣2⑪733糾533

出典1文 部科学省,日 本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査5(2⑪⑪4年9月1日 現在)

※1.()内 の数値は,平 成14年9月1日 現在。

※2.小 数点第二位以下四捨五入のため,各 区分の比率の合計が必ずしも1⑪⑪%にならない。

2)日 本語 措導 を酪要 とする外醐人晃童 ・生徒数据握の問題につ いて

上記の 「日本語指導 を必要 とす る外国人児童生徒等の状況」 は,い わ ば文部科学省の公

式調査で あるが,こ れが地域 の実情 を十分 に表 してい る とは言い切れ ない点 もある。

2⑪04(Hl6)年9月1日 開催の 「第1回 初等 中等教育 にお ける国際教育推進検討会」配付

資料 によれ ば公立の小 ・中 ・高等学校,盲 ・聾 ・養護学校お よび 中等教育学校 に在籍す る

外 国人児童 ・生徒 は,2⑪03(Hl5)年5月 環在,約71,0⑪0人 とされてい る。 これ に対 して,

上記調査で,小 学校 と中学校 において 日本語指導が必要 な外国人児童 ・生徒数 は,そ の4

分 の1以 下の19,000人 に過 ぎない。大雑掘 に言 って も約5万 人程度の違いが ある。い ろい

ろ事情 はあるに して も,ど の よ うに して これ ほ ど多 くの子 どもた ちが,日 本語指導が必要

で ない状況 に至 るこ とが可能 になったのか について は,詳 しい調査の必要が ある と思われ

る。地域で浩動 してい る関係 者 によれ ば,文 部科学省 による上記の 「日本藷指導が必要 な

外 国人児童 ・生徒の受 け入れ状況等 に関す る調査」 は,日 本語指導のた めの非常勤職員の

配置 とリンク して実施 されてい るた めに,日 本語指導教員が配置 されてい ない場合 には,

日本語指導が必要 な外 国人児童 ・生徒がいて もカ ウン トされ ない場合や,そ の逆の場合 も

あ りうるのではないか とい う意見もあ り,上 記調査 の数値 が実際 に 日本語指導を必要 として

い る児童 ・生徒 の人数 を正確 に示 している訳ではないのではないか との疑問 も提示 され た。

このほか,小 学校 か ら高等 学校 の就 学年齢 に相 当す る年齢の外国人登録者数 は,「 韓国 ・

なお,平 成17年 度調査結果

伽t:/《珊 蹴漁ext.。。鱒!b鵬 難 ノh⑪u伽u/18ノ⑪4ノ⑪604%慧 ⑪。ht㎜)が新たに公表されている。
諺htt笹:〃www㎜ 麗t.響⑪癖P/L㎜鰹撫聡/t⑪磁eiノ⑪⑪1ノ⑪5⑪11黛⑪1ノ⑪⑪3上t㎜
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朝鮮 」国籍 の子 どもたち を除いて も約1⑪ 万人程度 と推 計 され る。 上記 の在籍 外国人児童 ・

生徒数71,⑪⑪⑪人 は公立小 ・中 ・高等学校等 に在籍す る子 どもの人数 であ り,こ のほかにイ

ンターナシ ョナルス クール な どに就 学 してい る人数 も一定程度含 まれ てい ると思われ るが,

この71,⑪⑪⑪人 には 「韓 国・戟鮮」 国籍 の児童 ・生徒数 も含 まれ てい ることな どを考 えれば,

それで もなお未就学 の子 どもが相 当数 い る と推定 され る。今後,こ れ らの子 どもたちへ の

日本語指 導体制 について も,検 討 が必要 と考 え られ る。

3)日 本 職籍 を膚する 日本語措導が必要な晃童 ・生縫

日本 国籍 を有す る 日本語 指導が必要な児童 ・生縫数 は,合 計で3,137人 となってい る。 こ

れ は,外 国人児童 ・生縫 以外に も,日 本語指導が必要 な 日本人児童 ・生徒 が少 なか らず い

ることを示 してい る。 これ らの児童 ・生縫は,日 本国籍 を持つ者で あるが,海 外 で生 まれ

育った り,海 外生活が長か った りす るこ とによ り,日 本語指導 が必要 な子 どもたちである。

学校基本調査 に よると,海 外に1年 以上在留 した後 に帰国 したい わゆる帰 国児童 ・生縫数

をみ ると,2⑪ ⑪3(Hl5)年 度 間で小 ・中 ・高等学校 お よび中等教 育学校 に,合 わせて約1万 人

在 籍 してい る。 この人数 は,近 年,微 減傾 向で推移 してい る。学校別 には,小 学校段 階の

児童数 が最 も多 く,次 に 中学校,高 等学校,中 等教育学校の順 になってい る。

4)翼 本 語揃導の必要性の罰定基準

日本語指 導を必 要 とす る児 童 ・生徒の調査 に当た って は,何 を基準 として 「日本語指導

が必 要」 と判断す るかが大 きな課題 で ある。 これ までの ところでは,明 確 な判定基 準や判

定手法 は確 立 されていない よ うに思われ る。

現在,早 稲 田大学 の川 上郁雄 に よ りrJSLカ リキュラムバ ン ドスケール4」 が開発 されつ

つあ る。これ は第二言語 としての 日本語 を学 んでいる子 どもたちのために開発 されてお り,

言藷 習得 の発 達の様子 を四鼓能 それぞれで濁 る 「もの さし」 とも言 うべ きものである。今

後,こ の よ うな研究 が進み,全 国的に統一 された使 いやす く客観的な判定 を可能 とす る評

価 手法 が確 立 されてい くことが期 待 され る。

5)異 文牝を蕾暴 とする発童 ・生徒への教膏支援施策等

文 部科 学省 の 「海 外 子 女 教 育 ・帰 国児 童 ・生 徒 教 育等 に 関す る総合 ホ ー ム ペ ー ジ

(CLARINET)5」 による と,国 が実施 してい る帰国 ・外 国人児童 ・生徒教育 の充実 に関す

る施策 は次の通 りであ る。

①指導体制

○ 日本語指導等特別な配慮を要する児童 ・生徒に対応した教員の配置
「外国人児童 ・生徒 ・帰国児童 ・生徒」の日本語指導等に対応した教員定数の特例加算により,その給与

4h噸 〃www 。fw蹴d鍾P/k撚k撒i佃 滋m盈
5htΦ1〃ww概㎜蝋 即釦/翫m雛 鷲/曲o蜘!d繍血 ¢t/kik⑪!i⑪融謡 なお

,こ のホームページの情報のほか,
「第1嗣 初等中等教育における国際教育推進検討会」配付資料 も一部引用 した。
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費等を国庫負担。q的2(H4)～)

○ 外国人児童 ・生徒等教育相談員派遣事業の実施

当該児童 ・生徒の母語を理解でき,外 国人児童 ・生徒等の保護者および教員等に対し教育相談等を行うこ

とのできる教育相談員を学校等に派遣。平成15年 度の指定地域は71地 域。(紗勢(Hll)～)

②教育研修等

○ 帰国・外国人児童 ・生徒教育担当者を対象とした研究協議会等の開催

教育委員会の担当指導主事等を対象とした実践事例等の情報交換等を行う研究協議会。(2⑪⑪翼HB)～)

○ 外国人児童 ・生徒等に対する日本語指導のための指導者の養成研修

外国人児童 ・生徒受け入れ校の教員,教 育委員会の担当指導主事等を対象とした外国人児童 ・生徒に対す

る日本語指導等の研修(1勢3(H5)～)

③日本語指導

○ 「学校教育における欝Lカ リキュラム」の開発

日本語指導が必要な外国人児童 ・生徒等の,日 本語の初期指導から教科指導につながる殺階の 「蔦Lカリキ
ュラム」を開灘 ◎⑪劔(H13)～)

○ 日本語指導教材の作成 ・配布

○ 外国人児童 ・生徒等指導資料の作成 ・配布

④調査研究

○ 「帰国・外国人児童 ・生徒と共に進める教育の国際化推進地域」事業

帰国・外国人児童 ・生徒の教育の在り方およびその他の児童 ・生徒との相互啓発を通じた国際理解教育の

推進の在り方等にっいて,実 践研究。(2⑪劔(HB)～)

○ 母語を用いた帰国 ・外国人児童 ・生徒支援に関する調査研究

母語等の理解できる指導協力者を活用した当該児童・生徒への教育の充実に関する調査研究(懲⑪⑪4(Hl6)～)

○ 国立大学附属学校への帰国子女教育学級等の設置(9大 学1撃校)

帰国児童・生徒に対する教育的配慮に基づく指導と実践的研究のために,国 立大学の附属学校に帰国子女教

育学級を設置。(1卯4(S4勢～)

⑤その他

○ 高等学校 ・大学入学者選抜での帰国子女特別枠の設定等の配慮を要請。

○ 帰国児童 ・生徒受け入れ私立学校に対する助成

帰国児童 ・生徒を受け入れている私立学校に対して助成。(1勢4(Hの～)

○ 各種教材 ・資料の作成

次 に.文 部科 学省 の 「日本語摺導 が必 要な外 国人児童 ・生徒 の受 け入れ状況 等に関す る

調査 」 嬢⑪⑪4(H16)年 度)に よれ ば,都 道府県 ・市町村 に よる施策 の実施状況 は次の通 り

となっている。

表1都 道府県 ・市町村 におけ る施策 の実施状況

内 容 都道府県 市町村

1撞 当教員(常 勤)の 配置1⑪ 勢

2児 童 ・生徒の母語を話せ る柑談員の派遣6U4

3上 記1,2以 外の指導協力者の配置ll3%

4捲 当教員の研修2⑪%

受 け入れに際し特別な配慮 を行っている学校の有無55窓 ⑪

(拠点校,セ ンター校など)

6研 究協力校(地 域)の 指定221

7就 学 ・教育相談窓口の設置722⑪

8保 護者用ガイ ドブック(就 学案内等)の 作成 ・配布5125

9そ の他U別

出典 「日本語指導が必要な外国人児童 ・生徒の受け入れ状況等に関する調査」勲⑪04年。
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以上,様 々な取 り組みが国および地方 自治体によって行われているよ うであるが,そ れ

がどの程度問題を解二決できているのかについての調査は行われてお らず,環 状把握はでき

ない状況にある。 しかし,後 述するように現場では様々な問題が存在 し,地 方 自治体の対

応はまだまだ行き届いていないようである。

£.広 轟尉 肉における異文鑑を賀漿 とする子どもたち⑳諜題

広島県内における 「異文化 を背景とする子 ども」の教育問題 として,「教育を受ける権利」

「編入学制度の問題」「異文化適応の問題」などが報告されている。彼 らに直接教育 ・指導 ・

支援 を行 う者にとって,彼 らの境状改善は喫緊の問題 として捉えられており,そ れ らに薄

応できていない行政や社会に対する不満は大きい。以下、典型的な事例をあげ.こ れ らの

問題 を解決するために,誰 が,何 のために,ど の程度,ど のような改善 ・支援を行 うべき

なのか、その責任はどこにあると考えられるのかなどについて、先行研究から考察を行 う6。

(の 就学保誕購題

事碗1学 校に入る衛を知 らなかった子どもたち

1勢KH3)年1月,日 本語教師 として私が初 めて会ったブラジルの三兄弟は就労者の

子弟だった。前年の1⑪月に広島へ来たと言った。

初めて見る雪に歓声をあげ,学 校へは長ズボンを2枚 重ねてはいてきた。当時,小

1,小4,小5年 生の3人 は広島に来て約3ヶ 月間学校へ行っていなかった。後で聞

いた話によれば,「 どうしてよいか分からなかった。会社の人も学校行っても言葉わ

からない し,大 変だと言ったから。」

彼 らが学校へ行けるようになったのは,地 区の子 ども会の方の世話による。この家

族から小学校に関する情報がブラジル人仲間に知らされ,編 入学希望者が一気に増え

た。

その中に埼玉県から転居 してきた姉妹がいた。被女達は8ヶ 月間外出せず,両 親が

仕事から帰 るまでテレビを相手に過 ごしたとい う。私 と出会ったときには片言の 日本

語を話 し,姉 はひらがなを,妹 はカタカナを覚えていた。彼 らの 「面倒を見ている」

ブローカーの人が学校の事を言い幽さないかぎ り,彼 らは日本で公立学校へ入る術を

知 らないまま,「 日本語が分からないから」とい う理由だけで,教 育を受ける道を閉ざ

されて しまうのである。

事例2就 学手続蓉

鍛 月のある日。その 日は小学校で就学時検診があった。ユウジの拒任がリス トをも

ってやってきた。 「確かユ ウジの弟が来年4月 小学校へ入 ると聞いているのですが,

艦事例はすべて,須 藤(外 国人児童 ・生徒教育支援組織HOPE代 表)が,報 告書において紹介した

ものである。
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名簿にもないし,本 人も来てないんです よ。」早速自宅まで赴いた。 「そんなもん,

きとらん」 と父親は片言の 日本語で言った。サンプルに預かったはがきを見せたが覚

えがない とい う。

外国人の場合,広 島へ来るとまず区役所で 「外国人登録」を行 う。そのとき当然子

どもたちも登録 され る。その時点で保護者が希望すれば 「就学申請書」を提畠する。

広島市では,翌年度小学校へ入学する児童をもつ外国人には,8月 頃一斉に就学案内7と

入学案内が発送 され る。保護者か ら入学が申請 されれば,「 就学時検診」の案内が郵

送される。就学時検診は,必 ず しも学区の小学校で受けなければならないとい うこと

はない。ただ,案 内が来ていなければ,い ずれの学校でも受けることができない。ll

月半ば頃に行われ る就学時検診を受けた児童には,入 学期 目と就学すべき小学校が寵

された 「入学(就 学)通 知書」が後 日郵送 され る。 この通知書を持って,4月1日 に

親子で指定 された小学校へ入学手続きに行 く。ただし,前 述 したよ うに、保護者が外

国人=登録をしていない場合には,就 学案内が届けられることはない。中学校の入学案

内は,6年 生に在学 していれば送付 される。しかしすべて 日本藷で書かれているため,

何のはがきか理解できない保護者は捨ててしま うことが多い。 日本語教室に程籍 して

いれば,指 導者が 「このような緑色の字のはがきが来た ら絶薄捨てないように。そ し

て4月1日 の中学校入学手続きのときに持っていくように」 と伝えることができる。

広島市では,未 だにこの申請書は日本語版 しかない。せめて英,中,伯,西 に訳され

たものがあれば,保 護者も捨てたりすることはないだろ う。

事例3校 長の慧識

小学校5年 生に編入学してきたツ ヨシには姉 と弟がいた。「ねえちゃんも学校へ行き

たい言 うとる」とい う。広島へ来るまでは弟の世話 と,日 本語がわからない とい う理

由で,埼 玉県では中学校へは行っていなかった。

まず編入学するためには,校 長の意見書がいるとい うので,学 区内の中学校へ行 っ

た。通された校長室には大きなテ レビが置かれ,そ の前のソファに座って校長は言 っ

た。
「ヤツラ,勝 手に稼 ぎに来といて,子 どもを学校に入れてくれ とは虫がよすぎるん じ

ゃないか1生 徒が1人 増えることで,ク ラスを1こ 増や さにゃいけん可能性だってあ

る。 とい う事は1人 担任が増えることになり,予 算も増や さなければならない。簡単

に考えてもらっては困る1そ れに15歳 だろう。 日本の義務教育は15歳 までだ。15

歳になったら退学してもらう事だってできるのだ。第一,中3の1年 間通学するだけ

で,中 学校の卒業証書をもらえるなんて虫のいい話だ。」

日本国憲法および教育基本法においては,教 育を受ける権利についての平等は,「国民」

に限られている。では,外 国入労働者の子弟には教育を受ける権利は保障 されないのだろ

うか。水野氏は,憲 法第14条 について,「 憲法学者が憲法解釈において,平 等 となる)尋象

7就 学案内;1勢1年1月 の日韓覚書に基づき文部省の初等中等教育局長通知(1勢1⊥3① は各都道府

県教育委員会に在日コリアンの保護者に就学案内を発給すること,他の外国人もこれに準じる扱いと
することを指導している。これに従い 「就学案内」を送る自治体が最近では増えてきた。ただし,外
国人登録をしていない外国人の子どもに対しては送られてこない。「平成15年 勧告」;平成15年(2⑪⑪3
年)総 務省行政評価局は文部科学省に対して 「公立学校へ外国人児童 ・生徒をもっと受け入れよ」と
いう勧告を行った。
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は 日本国民に限られない。憲法14条 に国民として上げられている場合の例示であって,少

なくとも国民には保障されなければな らない。 しかしそれ以上に対象を拡大 してもいいん

だ。とりわけ日本に住んでいる外国人も,こ の法のもとの平等を適用 されるべきであると

い う解釈が強まって」いるとしている8。また,世 界人権宣言,国 際人権規約および子 ども

の権利条約を批准する 日本 としては,世 界人権宣言の条文か らも外国人子弟の教育を保証

するべきであるとい う主張もされている9。世界人権宣言では,第26条 において 「1す べ

て人は,教 育を受ける権利を有す る。教育は,少 なくとも初等及び基礎の段階においては,

無償でなければならない」としてお り,こ の点については,日 本では,外 国人労働者子弟

も希望があれば,公 立学校に無償で通い,教 科書 も配布 されている。 しかし,同 条の 「初

等教育は,義 務的でなければな らない」 とい う点については,義 務教育は国民にのみ適用

されるものであるとい うとらえ方をしているため,不 就学者への適切な対応が行われてい

ないと指摘されている。

1994年 から日本も批准 している 「児童の権利に関する条約」では,初 等教育の義務化,

無償化,中 等教育の機会の確保 と奨学金等による保障,高 等教育を受ける機会の開放 を挙

げてお り,そ れに加えて,「定期的な登校および中途退学率の減少を奨励するための措置を

とる」とい う積極的な教育機会の保障を謳っている。さらに,第29条 においては,教 育機

会の保障だけでなく,「 児童の人格,才 能並びに精神的および身体的な能力をその可能な

最大限度まで発達 させること」 「児童の父母,児 童の文化的同一性,言 語及び価値観,児

童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重 を育成

すること」を締約国は志向すべきであるとしている。

このように,上 記に挙げた 日本国憲法の解釈の拡大や諸条約を基盤 として,外 国人労働

者子弟の教育機会の保障および充実が主張 されている。就学できるよう制度は整備 されて

いても,事 例にあげられているように,保 護者に理解 されないような書類を送 るようでは,

機会の平等を保証 していても,結 果の保証ではない。最終的に彼 ら自身が就学す るかどう

かの決定権を持つのであるが,情 報は充分に伝わるようにしなければならない。また,事

例3の 校長のような人がまだ存在するとは驚きであるが,こ のような教職員 ・学校に対し

ては,教 育委員会か ら指導が届 くような仕組みの確立が必要である。

事例4進 学相談

小学校5年 生で 日本に来たマユ ミは持ち前の負けず嫌いを発揮 して中学2年 生では 日

本語能力試験2級 も合格 し,英 検も受験。そしてバスケッ トクラブの部長まで務めてイ

8http://www5"biglobeinejp/～mingakko/koenO3114hml,2005年2月25日 現在(水 野直樹出版記念講演
会より)
9五十嵐泰正 「ネイション・『家族』・外国人:在 留特別許可付与をめぐる動きをきっかけとして」『ラ

イブラリ相関社会科学』新世社,2001年 他。
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ンターナシ ョナル スクール のバスケ ッ ト部 と交流試 合まで した。 この まま 日本 の高校へ

入学 したかった。 しか し,ブ ラジル人のマユ ミには入試の特別枠 はない。 日本人 の友達

と同 じ土俵 に立って勝負 しな ければな らなか った。一緒 にブ ラジルか ら来た正一 は昨年

夜 間高校へ入 学 した。夜 間高校 な ら合 格はまずま ちがいないだ ろ うが,4年 間通学 しな

けれ ばな らない。 それでな くて もブ ラジル に帰 りたが ってい る父親 を4年 も待 たせ るこ

とはできないだろ う。 お金 もかか る。 迷った挙句,高 校受験 は諦 めた。半年後 の帰 国を

決 めた。 その間 「先 生遊 ん どるの もったいない けえ」 とワープ ロを習い に行 って資格 を

とった。高校進学率 は 日本人 の卯%に 比べ て外 国人生徒 は4⑪～5⑪%と 聞 く藍。。 日本語 で学

ぶ能力 が低 い とい う評価 が 「学力が低 い」 と判断 されて しま う。 日本語 が理解 できなけ

れ ば,授 業 はわか らない。 よって高校進 学は困難で ある。 したが って諦 める とい う論理

が,教 師,保 護者,本 人た ちの 中で畠来上がって しま う。生徒た ちの学力 が付 くのは 「日

本語 が分 か る」こ とが前提 とな り,限 られた期間 日本語(磁CS)の 措導 のみが行 われ る。

世界人権 宣言 では,第26条 において 「高等教育 は,能 力 に応 じ,す べての者 に等 しく開

放 され ていなければな らない」 とい う点については,韓 本 でも 「能力 に応 じ」て,中 等教

育修 了者 には機会 が等 しく開放 され てい るが,「 能力 に応 じ」てい るため,実 際には進 学率

は極 めて低 い状況 となっている。

俊)適 慈 問題

事例5不 就 学の問題

日本語教室 に通 ってい たブラジル か ら来 たアンジェ ロとヒロミ姉妹 は,学 校 生活 に慣

れ てい くにつれ,私 がその小学校 へ行 く時だ け登校 して きた。声が け した時 は遅測 しな

が らで もしぶ しぶ登校 してきたが,そ の うち,だ んだん欠席 日数が増 えてい き,最 終 的

にはブラジル へ帰国 した。 しか し帰国 して も3年 前の クラス には編入学で きず,結 局,

また 日本へ と戻ってきた。 大阪の繁華街 で働 いてい る とはが きが届 き,一 度会い に行 っ

た。何故 学校 へ来 られな くなったのか?飾 のア ンジェロは 「勉強 したか った んよ」 と答

えた。 目本人 の子 どもで も不登校 にな るの にはい ろい ろ原因が ある。 ま してや外 国人 の

子 どもたちが学校 へ行 けな くな る,つ ま り 「不就学」 にはい ろい ろな要 困が あ り,ま た

それ らが絡 み合 ってい る事 もあ る。 クラスでのい じめが原因 になってい るこ ともある。

担任 は差別 していない,地 の クラスの子 と同 じよ うに扱 ってい る とい うこ とが 「無椥

にな り,い たたまれ な くて,学 校 へ行 けな くな る子 もい る。ア ンジェロのよ うに,本 来

15歳 の中学 生 として学ぶべき ことを学びたい と願 っていた子 もい る。

佐藤 は,異 文化 適応 の 「離脱」化 が,「 反社会 的な行動」へ転化 しやす くな るこ とを指摘

し,異 文化 共生教育の必要性 を提 唱 し,外 国人児童 ・生徒(特 にニューカマー)の 異文化

適応 の問題 を異文化 問教育 の撹 点か ら明 らかに している豊1。外 国人児童 ・生徒 の大半は,「葛

藤」や 「危機段 階」の 「境界化」(文 化 的アイデ ンテ ィテ ィーや文化的特性 の保持 が困難で

1⑪浜松NPOネ ッ トワークセンターの 「高校進学ガイダンス」

htt:〃www灘 一〇ck鉱.魯ノ㎜ulti¢ul撫騰血ih鋤hool.駄 漁1嬢 ⑪⑪5.1⑪。17閲 覧)
11佐藤郡衛 「海外 ・帰国子女教育研究と異文化問教育」異文化問教育学会編 『異文化間教育』第1⑪ 号,
1勢6年,17-43頁 。
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あ り,ま た異文化集団との関係作 りも困難〉 とい う状況にある。 「統合」(二 つの文化を自

分な りに調整)と い う状態になる児童 ・生徒は,留 学生の子 どもなど社会的 ・経済的に恵

まれた一部に限られているとい う。その原困は,学 校 ・学級内の意図的 ・無意図的 「同化

圧九,日 本の学校に特有の 「異文化性」の捉え方(ス テ レオタイプ),子 どもたちの異質

なものへの不寛容傾向にある。そ して,そ の結果,学 校から 「ドロップ ・アウト」が増え

るとしている。エスニック ・コミュニティがある場合は,そ うした子 どもを吸収す る装置

(就労の機会など)に よって 「問題行動」は見えにくいが,な い場合は,地 域での 「問題

行動」が顕在化 しやす くなる。こうして,外 国人児童 ・生徒の異文化適応の 「離脱」化は,

「反社会的な行動 へ転化 しやす くなることを指摘 している。事例のアンジェロの場合は,

「離脱」化は,帰 国,そ して 揖本への再入国と就職 とい う過程をた どった。 揖本における

エスニック ・コミュニティに吸収されたケースといえよう。 しか し,社 会の底辺層を形成

する一人となって しまったのではないか。

この点については,経 済学者井口は,社 会的底辺化の防止のために,移 民 ・外国人労働

者の社会的統合の必要性を主張 してお り,参 考になる。 揖本では多 くの外国人労働者 を期

間を決めて受け入れているため,外 国人労働者 とその家族 を旨本社会に 「統合」す る必要

性 を認識 してない とい う。そ して,EU委 員会(当 時)の 専門家による 「社会的統合政策」

報告書から 「統合」の必要性を導き出している。つま り,「統合 とは外国人の社会的な底辺

化 を防並するあるいは阻並する過程である。統合政策は包括的でなければならない」「統合

政策は,短 期滞在者はもちろん,滞 在期間の制限無 しに入国を認められたもの,あ るいは

滞在期間を制限された新規入国者で長期的に滞在す ることが合理的に予想 され る人々も対』

象 とすべきである」 「社会統合の 目標 とは,外 国人労働者の底辺化の防止であり,『ある程

度の期間』滞在する 『可能性』がある外国人」はすべて認象 としなければならない」とい

う論理である。この底辺化の防生は,社 会のセーフティーネッ ト必要論 と趣 旨を同じくす

るものである。外国人受け入れの必然性,す でに多くの外国人が 揖本に滞在 している現状

からも,セ ーフティーネ ッ トの確立は急務である。 これは,外 国人労働者 自身にのみ当て

はまる政策ではなく,外 国人子弟にも適周 されるべき視点として,現 在研究が進められて

いる。

短期的には、「ドロップアウ ト」の数が増えないような学校,教 師の取組が急がれ,ま た

長期的には,社 会的底辺化防並のために社会統合政策を確立する必要があろ う。
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事傍6常 識 の違 い

「セ ンセljと い う一言 を聞けば電話 の向 こ うに誰 がい るかわか る。それ ぐらい子 ど

もたちか ら毎 晩の よ うに電話 がかかった。 「古薪 聞 もって こいって。 で も うちに古薪聞

ない よ」「わか った。薪 聞持 ってい く。」薪 聞を取 ってい ない外 国人 の家庭 では 「古新 聞」

があるはず がない。日本人 に とって は当た り前 のこ とではあるが,彼 らに とっては 新

聞があるこ と自体,「 当た り前 」ではないのであ る。 学校 へお菓子 を持ってい く,学 校

へ 口紅 をつ けてい く,学 校ヘ ピアス を してい く,彼 らに とっては 当た り前の こ とが 日本

の学校 では許 され ない。 お互 いの 「当た り鹸の こと」 「学校 の常識 」がお互いに違 うこ

とを意識 して彼 らが対応 しきれ ない とき,わ が家の電話のベルがな る。

事鯛7「 畢等 な』学翌

今年2月 に広 島に来 て,○ ○小学校 の5年 生 に編入学 した ヨウさんは,毎 目学校 か ら

帰 る と宿題 に頭 を炮 えてい るとい う。その宿題 とは,漢 字 ドリル の漢字 を覚 えて翌 日漢

字 テス トを受 け ることと,旨 本語 で(中 国語 だ と先 生が理解 できないか ら)日 記 を書 い

て くることだ とい う。来 日して問 もない彼女 にそれ は無理 だ と母親 は訴 えた。中国語読

みで漢字 を覚えてテス トの点だ けは よくて も,そ れはおか しい。もっ と日本語 の勉強 を

させ て欲 しい と学校へ相 談 に行 った。 しか し,校 長 と担任 は,「 目本人 と平等 に扱 って

い る。 外国人だ か らといって特別扱 いす るので はな く,同 じよ うに宿題 も していれば,

子 どもの ことだか ら自然 に 目本 譜 を覚 えてい く。」 とい う答 えだ った。

基本的 に,「日本入 と周 じ教 育」が外 国か らの子 どもたちに とってあ りがたい こと(問

題 の無 い こと)な のか否か。籾期指導 において は 「日本人 と同 じ教育」を実環す るため

に 目本語習得 と 日本社会,ま ずは学校社会への適応指導 に焦点がi当 て られ る。同一性 を

強調す る 日本 の学校 は,お 弁当か ら学習内容まで 「みん な同 じ」路線で行 く事 が多い。

時に子 どもだけでな く,保 護 者まで も戸惑 う事が ある。それ はただ同 じとい うだけでは

な く,「 異質 なもの」への不寛容,排 他性へ となって しま う。そ して これ まで画一 的な

教 育で慣れ てい る教 師た ちが,多 様 な子 どもたちへ の対処 の仕方 に誰練 不足であ ること

も事 実であ る。

児 島は,ニ ューカマー受 け入れ校 の事例 か ら,差 異 をめぐる教師 のス トラテジー と学校

文化 について以下 のよ うな2つ のタイ プがある ことを明 らかに してい る亙z。一つ は,「 差異

の一元化 によってニ ューカマー生徒 を学校文化 の 「ウチ」 に取 り込む 」タイプで,教 師は

生徒の多様 な背景 は切 り捨 て,「生徒 」として一律 の基準 を当てはめる(「○○指 導の対象,

学力や望 ま しい行動 とい う一律 の基準 による差異化」。二つ 冒は,「 「ウチ」へ の取 り込みが

うま くい かない場合 は 「ソ ト」へ排 除」す るタイプで,教 師 は 「日本人 」の立場か らニュ

ーカマー生徒 の異質性 を強調 し固定 して
,「外 国人 だか ら仕方 がない」と彼 らを 「ソ ト」へ

緋 除す る。 この2つ の教師のサバイバル ス トラテジー によって,多 様 な差 異への薄時 はあ

らか じめ回避 され,学 校 文化が維持 され,存 続 す るとい う。そ して,他 者 との出会いが 自

文化 を榔 粥 ヒす る契機 とな らなけれ ば,子 どもた ちは絶薄化 され た文化 的差 異の 中に閉じ

盈2児島明 「差異をめぐる教師のス トラテジー と学校文化一ニューカマー受け入れ校の事例から」異文

化間教育学会編 『異文 化教育』第16号,2⑪ ⑪2年,106-12⑪ 頁。
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込められ,理 解 と対話の断念 を正当化することになるとい う。そ して,こ のよ うな現状で

は,「国際社会に生きる日本入の育成」とい う教育 目標も達成不可能であり,こ のような学

校文化の払拭に向けた取組みが必要であるとしている。 この研究か ら,事 例6や 事例7を

みると,前 者の 「ウチ」に取 り込むケースと言えよう。教師は,「 平等」の意味を理解 し,

子どもの社会背景を充分に理解 し,個 甥対応を取るべきであろう。

就学保証については,人 道的な立場か ら当然行われ るべきと考えられるが,日 本語学習

支援や教科学習支援にかかる費用について社会統合や共生システムか ら考える際には,そ

の効果 と社会コス トに関する議論も必要である。

通商 白書(2⑪⑪3)13は,外 国人労働者の受け入れが,わ が国に与える経済的影響について

分析を行ってお り,そ の結果,経 済厚生への影響が最も多い場合は,実 質GDPが2.書%の

プラスになるとしている。 しかし,純 粋な経済以外に,外 国人労働者および家族の教育,

医療,柱 宅等の新たな社会的費用の発生を考慮すると,単 純 にプラス とはいえないとして

いる。専門的/技 術的労働者 と単純労働者 とい う従来の二分法に基づいて姥較すると,所

得が高い専門的 ・技術的労働者の方が,租 税等の支払いが多く,か つ,人 材育成の社会的

費用 を節約するため,専 門的 ・技術的労働者の方が社会的費用の支払いは少なくなる。ま

た,=外 国人労働者および家族がどの程度 日本に統合 されているか とい ケ基準によっても,

=外国人労働者が支払 う租税 ・社会保険料等の収入 と彼 らが享受する行政サー ビスの費用は

異な り,統 合が進むほどその社会的費用は増大するとい う。

津崎 らによる社会学的見地からの社会 コス トに関す る研究では14,社会コス トを社会保障

と社会サービスにわけて論 じ,特 に社会サー ビスについては次のように論を展開している。

まず,社 会サービスとは,「①外国人が移佐先で生活する上で,外 国人であることに起因し

て生じる問題解決や,② 外国人労働者の持つ能力を,日 本における労働力 として有効に活

用す ることを目的とした,あ るいはこれ らの 目的に寄与する活動を指す」と定義 している。

サービスの提供者 としては,政 府,自 治体,N糖0法 人などの公的機関,お よびボランティ

アネ ッ トワーク,労 働者本人を取 り巻 く家族,親 族,友 人などの様々な集団をあげている。

そして,イ ン ドシナ難民の調査 を元に,外 国人労働 者一般について,積 極的に受け入れる

方研 をとる際 どのよ うな効果やコス トがかかるのかを以下のようにモデル化 して提示 し

ている。このモデルでは,企 業も自己が雇用による利蓋を受 けるために,福 利厚生という

サービスを提供 し,言 語教育や生活相談等のコス トを負担 していくことが提案 されている

点が特徴的である。このモデルの課題 として,作 成者 らは,① 「社会サー ビスの効率性 と

13経済産業省 『通商白書』平成15年
。

1尋津碕克彦
,倉 田良樹「外国人労働者の導入とその社会的コスト～定住ベ トナム人を事例とする政策

論的考察～」文部化学賞化学研究費補助金 ・特定領域研究B「 世代間利害調整に関する研究」(研究代
表者 斎藤修 一橋大学経済研究所教授)。
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効果の問題 ② 「ネガティブな社会的影響の問題 ③ 「企業が本当にコス トを負担するの

か」 とい う3つ を」ヒげている。①については,教 育機会やその地の変数 と狸罪 との困果関

係や,社 会的対立のメカニズムに関する調査分析が必要であるとしている。②については,

①の結果に基づいた明確な入国審査基 準の提示とそれによる適切な選…抜,提 示による入国

者の事前準備 と自己投資の可能性の拡大によって問題が軽減 されるとい う。③については,

経済不況に大きな影響を受けることを摺摘 している。

津碕 らの分析フレームワークを外国人子弟教育,さ らには 「異文化を背景とするこども

たち」にまで拡張して現状分析 を行 うことによって,「異文化を背景とす るこどもたち」へ

の教育支援の必要性 と具体的方策の提言に結びつくであろう。

志水らは,ニ ューカマーのエスニシティの理解の仕方 として,「家族の物語」「教育戦略」

とい う観点から長期の学校のエスノグラフィに基づいて,「学校パーソナ リティ」に焦点を

当てて,現 行の支援における諸課題 と今後の具体的な支援のあ り方を示 している。その結

果,現 行の支援の中で見 られる諸課題を挙げている。まず 「国際教室」においては 「奪文

化化教育」が行われる場合 と 「創造的適応」(予想 された規範や価値 としばしば矛盾するよ

うな仕方で達成する 「適応」のあり方)が 行われる揚合があるとし,後 者 においては,担

当教師のス トレスが非常に増加す るとい う問題点を挙げている。「国際理解教育」において

は 「博物主義的」な文化交流が行われている環状を指摘 し,彼 らの文化紹介だけでなく,

彼 らの規在の生活に結びつ くような学習でなければ有 効でないことを摺摘 している。また,

日系ブラジル人 とイン ドシナ難民では家族の物語 も教育戦略も異なるため,「集団としての

ニューカマーに対する支援」を促進 しながらも,彼 らのエスニシティの別 によって生 じる

ニーズに学校が対応する必要性を述べている。このような課題の克服のために,今 後は,

グローバル時代における学校のあ り方 として,「 日本の学校は,外 国人のためにもある」と

い う姿勢をもつこと,教 師 らは 「どの子 もかわいい」 とい う形で教育活動にあたるのでは

なく,「子 どもたちの問にある社会的差異(社 会的バ ックグラウン ドの違い)を しっか りと

認識 した上で,個 々のニーズに極力応 じた教育的働きかけを行 うこと」「子どもたちの間に

ある社会的差異のべ一スの上に,学 校的差異が積み重ね られていくものだ」 とい う事実に

教師が十分 自覚的になって,教 育的働きかけを行 う必要性があることを述べている。そし

て,具 体的な学校での支援のあり方に端する提言 として,ま ず 「制度」レベルでは,「公立

学校における母語保証」と 「希望者に蛸する高校全入」捌度の導入,「学校組織」レベルで

は,そ れぞれの子どもの教育ニーズに応 じた各種の教育資源の公正な配分(ニ ーズに応 じ

た言語教育保証,「 居場所」であ りながら外国人の 「程界」ではない 「国際教室」,「国際理

解教育」などを活用 した,ニ ューカマー 自身の感覚による 「エスニシティの表明」の保証),

「教室」レベルでは,ニ ューカマーのこどもたちを 「外国人」として,教 室で教師が正面
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切って取 り上げ,「違い」に即 したきめ細やかな対応 をしていくことな どを挙げている。

(3)羅 本語学習 ・教群学習問題

事鯛7教 科言語の科文鞠訳

アウグス トはブラジルか ら5年 生の春に来 日した。すぐに小学校へ入 り,ま じめに 日

本語の勉強も続 けていた。ブラジルから届いたテキス トを見なが ら 「私 理科,上 手だ

ったよ。好きだったよ。」 と諦めるように言った。

理科の時間,実 験があるときはクラスでみんなと一緒に授業を受けるが,そ れ以外は

韓本語教室に来て 日本語のテキス トで勉強 している。しかし彼女の知的欲求はそれでは

満足できなかった。

理科の教科書に書かれている文章を簡単な表現に変えてみた。辞書的意味さえわかれ

ば彼女の 日本語龍カ レベルで読解できる。文型 を変えるのである。得意げに太陽か らの

惑星の名前をポル トガル語で教 えて くれた。私もかろうじて記憶の中に留まっていた

「水,金,地,火,木,土,天,海,冥 」を伝えた。

事鯛$境 場での取 勢組み

ペルーから来た4年 生のカル ロスは日本語がわか らないとい う理由で1学 年下げた

が,3ヶ 月もすると算数の計算問題を日本人の子 どもたちに指導 してくれるほどになっ

た。彼 にとって4年 生の算数内容は日本語 さえ理解できれば簡単すぎたのである。かと

いって5年 生に再編入するわけにもいかず,日 本語教室では算数の専門語彙を導入 しな

がら,日 本語の構文を積み上げていった。

事傍 嚢1年 生の圏語の教科書

勉強熱心な トレ ドは宿題 もきちん とこな してきていた。ただ,担 任が渡 した翻教材が

1年 生用のひらがな練習媛だったのが気に入 らない らしい。「ぼくは5年 生です」1年

生と同じものを使 うのはプライ ドが許さない。その上1年 生の国語の教科書は日本語教

育の観点からすると難 しい。私たちが何気なく日常使っている言葉だが,説 明を求めら

れると子どもたちには理解 できなくなって しまう。

佐藤は,外 国人児童 ・生徒教育の課題としては,「 同化主義」から 「分離主義」に移行 し

てきたが,こ れからは 「共生に向けた教育」へ向かうべきであるとしている。そして,学 習

保証,二 言語教育,異 文化共生の教育 として,以 下のように構想 している。学習保証 として

は,文 化的異質 性に配慮 した独 自のカ リキュラム閣発の必要性があるとして,生 活言語の

習得を中心 とした初期 日本語カ リキュラム,教 科学習への橋渡 しとしての総合的な学習の

カ リキュラム,教 科学習のカ リキュラムの三層を想定 して開発を進めるべきとしている。

次に,二 言語教育としては,現 状では,日 本語も母語 も中途半端なセミ ・リンガルが増加

しているが,外 国人生徒 ・児童に とっての 「学力」 とは何かを問い,そ れを基盤 に実現再

能な二言語教育の可能性を探 る必要性を主張 している。最後に,異 文化共生の教育 として

は,「 異質性に開かれた桂会関係」 「差異性の相互豊饒化」 「目標の多様性」を掲げ,「 個
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の尊重」「人権の尊重」「自己の確立」噛 尊感情」「共感性」「コミュニケーション能力」の

向上を目摺すべきだとしている。また,外 国人児童 ・生徒教育を別枠で考えるのではなく,

日本の教育全体の枠組みとの関連で構想す るべきとし,瞬 本語教室」等を異文化理解の拠

点 として活周 した,日 本の児童 ・生徒に端す る共生教育を行 う可能性 を述べている。

3.お わ サに 一r共 盈』論の簡い直 し

教育分野においては,「異文化を背景 とする子 どもたち」に関連する研究は,こ れまで 「在

日朝鮮人教育」「海外 ・帰国子女教育」 「ニューカマーの児童 ・生徒研究」へと変遷 してき

ている。現在は,「 ニューカマーの児童 ・生徒研究」が主に注 目を浴びているが,そ れ以前

の 「在 日朝鮮人教育」「海外 ・帰国子女教育」に関する研究の成果が受け継がれ,外 国人子

弟教育の教育的意義および諸課題の解明とその改善に向けての提言が行われている。

まず,多 くの研究の基本的に合致 している外国人児童教育についての教育学的意義をま

とめたものとして,村 田は,① 地球市民教育の展開,② 異文化 との共存 ・共生体験,③ 個

性化教育 と共岡学習の推進の三点を挙げている響。第一の 「地球市民教育の展開」について

は,グ ローバル化時代,ボ ーダレス時代の要請として,地 球社会において,各 国民が国民

教育の枠 を越 えて,運 命共同体の一員 として共通の認識や協力精神を育てる地球市民教育

の重要性 を述べ,外 国人児童の教育は,地 球市民を育てる上で,学 校にとっても国民にと

っても貴重な体験を得 られると意義付けしている。第二の 「異文化 との共存 ・共生体験」

については,外 国人児童にのみ適応教育を行 うのではなく,彼 らの民族 ・宗教的 ・文化的

背景を異文化 として理解する対象 として尊重すること,彼 らと一緒に生活 し,共 に学びあ

うとい う異文化 との共存 ・共生 とい う体験を貴重なものとしている。第三の 「個性化教育

と共同学習の控進」については,教 師が個性に応 じた指導や評価に配慮す るようになった

変化を取 り上げ,従 来のわが国の画一的な指導 ・評価方法から個性化教育への転換の契機

となると意義付けている。

このように,在 日朝鮮人教育や帰国子女教育においても主張されるようになった共生モ

デルを基盤 として,現 在ではニューカマーも含めて 「異なる文化を背景 とする子 どもたち」

の教育について,そ の教育学的意義が見いだされている。

では,現 実的には,ど のように 「共生」することができるのか。

「共生」論は,非 常に多周 されているにも関わ らず,そ の概念は漠然 としているため,

その概念の問い直 しか ら新 しいアプローチを提言 している小内 ・酒井らの社会学的な研究

璽5村田翼夫「在日外国人児童教育の課題」江淵一公 『異文化教育研究入門』玉川大学出版部
,19卯 年,

165-1難4頁◎
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成果は注 昌される婚。従来の研究が外国人や彼 らの受け入れ施策に焦点を当てているのに封

し,彼 らは 「共生の地域づくり」のもう一方の担い手である地域社会がどのよ うな課題を

抱えているのかを明らかにすることで,共 生 とは何か,今 後どのように考えるべきかを提

示 している。小内らは,共 生概念の従来の問題 として,① 唯一理想の共生概念,② 社会シ

ステム/翻 度 と日常生活における共生の違いを十分認識 していない 「心がけ論」に終始,

③現代社会が抱える現実の矛盾 ・薄立 ・緊張を無視 した 「保守的なイデオ ロギー」への転

化 を挙げてその問い直しを行っている。具体的には,① 日系ブラジル人の集住地域である

群馬県太田・大泉地区を認象に 日系ブラジル人 とホス ト社会 ・ホス ト住昆(日本人)との連携

と変化に注 目し,② システム上の共生 と労働一生活世界(職 場生活,地 域生活,学 校生活,

ボランティア活動)の2測 面からの共生の考察 ③ 舜系ブラジル人および 舜本人の多様性

(移動一定住 と階級 ・階層講造)の 規点か らの考察を行っている。そ して太田地区の現状

と課題 として,経 済 ・行政機溝においては 「オープンなシステム共生」(外 国人がホス ト住

民と対等 ・平等な条件で利用できる)と 「デュアルなシステム共生」が併存 し,労 働 一生

活世界には日系ブラジル人 コミュニティのセグリゲー ト化が進み,デ ュアルなシステム共

生を生み出し,そ れがまたセグリゲー ト化(分 離)を 強化する相互関係が存在す るとして

いる。特に子 どもの教育と共生問題 に関 して,「学校教育の矛盾 した機能」を指摘 している。

それは,一 方では公立学校は,ブ ラジル人 と日本人が互いに交流 し,「共生」できる可能性

を示 しているが,他 方で公立学校は子 どもの世界のセグ リゲー ト化を促進 し,そ れを通し

て地域社会における日本人 とブラジル人のセグリゲー ト化の徹底化を生み出しているとい

うものである。特に後者については,日 本人,ブ ラジル人,教 師の問に存在する意識や考

え方のズ レを背景 として,別 学化の要求が広がり,実 際調査実施後にはブラジル人学校が

2校 設立されたとい う。大泉町では,充 実 した受け入れ体剃が作 られているにも関わらず,

外国人登録 された子 どもすべてが学校に就学 しているわけでもなく,ま たブラジル人学校

が開設されたにもかかわらず,授 業料の問題もあって公立学校 にもブラジル人学校にも通

わない子 どももお り,薪 たな受け入れ場所の確保 も模索されているとい う。ブラジル人学

校の設立には,帰 掴後の教育に対するブラジル人 自身の懸念も存在 し,彼 らにとって積極

的意味を持つ としながらも,他 方では日本の公立学校がブラジル人の子 どもを受け止めき

れないことが重要な要因となっていることを指摘 し,ブ ラジル人コミュニティの社会にお

けるセグリゲー ト化を促進するもの としても,ブ ラジル人学校の評価は慎重に行 うべきだ

としている。このセグリゲー ト化は,「 平和的共存」「褄み分けできているか ら共生がうま

くいっている』 とい う状態には達 してお らず,様 々な亀裂 ・摩擦の存在によって,双 方か

ら問題規されてきているとい う。そ して,オ ープンなシステム共生の強化の模索の必要性

璽6小内透 ・酒井恵真編著 『日系ブラジル人の定住化と地域社会』御茶の水書房
,2⑪劔年。
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を提言 している。機構 システム上の提言 としては,① 日系ブラジル人が激減することは将

来にわたってあ りえない とい う認識を企業,行 政,地 域住晟が持つ こと,② 企業の責任を

明確にすること,③ 外国人の意見もとり入れながら 「地域桂会の新 しいルール」を作 り上

げてい くこと,④ 日系ブラジル人のより広い範囲の組織化 とそれによる自らの意識の反映,

⑤地域社会の問題を企業も含めて共周のカで解決 してい く体制作 りが挙げられている。労

働 ・生活場面においての提言 としては,① 学校の位置づけを重視 し,学 校 とい う場がもっ

交流機能を親まで拡大すること,② 町内会における外国人 とのコミュニケーシ ョン機会の

充実,③ 日本人や外国人への行政情報の公開の徹底を挙げている。

この 「オープンなシステム共生」に関す る提言は,こ こでは集住地域のケースについて

であるが,広 島県地域のような散在居住地域での共生を考える上でも参考になる。例えば,

「教育を受ける権利」「編入学の問題」に関しても,子 弟の教育に関する事項を企業が親に

伝えることを義務 とした り,各 学校が交流機能 を親までに拡大するよう学校への指導を徹

底 させた り,行 政情報の公開を徹底 したりすることで解決の可能性は高まるであろう。
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